
件 名 備　考

第 48 号議案
令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第15号）の専決処分
（専決第５号）の承認について

６月４日提出

第 49 号議案
宍粟市税条例等の一部改正の専決処分（専決第６号）の承認
について

６月４日提出

第 50 号議案 令和３年度宍粟市一般会計補正予算（第２号） ６月４日提出

第 51 号議案
令和３年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第
１号）

６月４日提出

第 52 号議案 宍粟市印鑑条例の一部改正について ６月４日提出

第 53 号議案 宍粟市税条例の一部改正について ６月４日提出

第 54 号議案 宍粟市集落センター条例の一部改正について ６月４日提出

第 55 号議案
宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例及び宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準等を定める条例の一部改正について

６月４日提出

一般財団法人宍粟北みどり農林公社令和２年度決算書及び令
和３年度事業計画書等の提出について

６月４日提出

繰越計算書の報告について ６月４日提出

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告につ
いて

６月４日提出

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告につ
いて

６月４日提出
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第４８号議案 

令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第15号）の専決処分（専決

第５号）の承認について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 







第４９号議案 

宍粟市税条例等の一部改正の専決処分（専決第６号）の承認につ 

いて 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 





宍粟市税条例等の一部を改正する条例 

令和３年３月31日 

条例第15号 

（宍粟市税条例の一部改正） 

第１条 宍粟市税条例（平成17年宍粟市条例第81号）の一部を次のように改正する。 

第36条の３の２第４項中「所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承認

を受けている」を「令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第53条の９第３項」を加える。 

第36条の３の３第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている」を「令第48条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす」に改める。 

第53条の８第１項第１号中「次条第２項及び」の次に「第３項並びに」を加える。 

第53条の９に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手

当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当

該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中「退職所得

申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理さ

れたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるの

は「提供を受けた時」とする。 

第81条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項第１号イ」に

改め、同条第４項中「附則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条第27項第１号ロ」に改め、

同条第５項中「附則第15条第30項第１号ハ」を「附則第15条第27項第１号ハ」に改め、同条第

６項中「附則第15条第30項第１号ニ」を「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同条第７項中

「附則第15条第30項第２号イ」を「附則第15条第27項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則

第15条第30項第２号ロ」を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第15条

第30項第２号ハ」を「附則第15条第27項第２号ハ」に改め、同条第10項中「附則第15条第30項

第３号イ」を「附則第15条第27項第３号イ」に改め、同条第11項中「附則第15条第30項第３号

ロ」を「附則第15条第27項第３号ロ」に改め、同条第12項中「附則第15条第30項第３号ハ」を

「附則第15条第27項第３号ハ」に改め、同条第13項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第

34項」に改め、同条第14項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第35項」に改め、同条第15

項を削り、同条第16項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第42項」に改め、同項を同条第

15項とし、同条第17項を同条第16項とし、同条第18項を同条第17項とする。 



  附則第11条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改める。 

  附則第11条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和５年度」

に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分又は令和５年度分」

に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４年度適

用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に改める。 

  附則第12条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（宅地等に対して課する令和３年度

から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例）」を付し、同条第１項中「平成30年度か

ら令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令

和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第

２項及び第３項中「平成30年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５

年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第14条第１項の規

定に基づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第

18条の３の規定は適用しないこととする。 

  附則第13条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条において同じ。」を、「負担調整

率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）」を加える。 

  附則第15条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

  附則第15条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月31日」を「令

和３年12月31日」に改める。 

  附則第15条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４項」の次

に「又は第５項」を加える。 

  附則第16条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自動車が平成

31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年

度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に

改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項

中「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項

を加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のもの



を除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  附則第16条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

  附則第25条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条の

２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和３年」とあるのは「令

和４年」とする。 

 （宍粟市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宍粟市税条例の一部を改正する条例（令和２年宍粟市条例第20号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条のうち、宍粟市税条例第48条第10項の改正規定中「第321条の８第52項」を「第321条

の８第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16項の改正規定中「第321条

の８第61項」を「第321条の８第69項」に改め、第50条第４項の改正規定中「「又は第31項」に」

の次に「、「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に」を加え、第52条の改正

規定中「第52条第４項」を「第52条第３項中「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第

４項」に改め、同条第４項」に改め、附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように加え

る。 



附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定により延

長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又は

法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

附則第１条第３号中「附則第７条」を「附則第６条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の宍粟市税条例（以下「新条例」という。）第36条の３の２

第４項の規定は、この条例の施行の日（以下この条及び第４条第１項において「施行日」とい

う。）以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行った第１条の規定による改正前の宍粟市税条例（次項にお

いて「旧条例」という。）第36条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する

申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の３の２第４項に規

定する電磁的方法による新条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の２第４項に規定する電磁的方法に

よる旧条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和３年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31日までの期間

（以下この項において「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第７号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）附則第15条第

41項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条

第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規定する機械

装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第41項に規定

するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により機械装置等

を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端

設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における

当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された３輪

以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得さ



れた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 
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長
の
承

認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出

に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

（
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用

す
る

方
法

そ
の

他
の

情
報

通
信

の
技

術
を

利
用

す
る

方
法

で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ

き
給

与
支

払
者

が
令

第
4
8
条

の
９

の
７

の
２

に
お

い
て

準
用

す
る

令
第

８
条

の
２

の
２

に

規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁

的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
5
3条

の
９
第
３
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
3
6
条
の
３
の
３
 
（
略

）
 

第
3
6
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
公
的
年
金
等
受

給
者
は
、
第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
公

的
年
金
等

支
払
者
が

所
得
税
法
第

2
03
条
の
６

第
６

項
に
規
定
す
る
納

税
地
の
所
轄
税
務
署

長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書

の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
公

的
年

金
等

支
払

者
が

令
第

48
条

の
９

の
７

の
３

に
お

い
て

準
用

す
る

令
第

８
条

の
２

の
２

に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告

書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

（
特
別
徴
収
税
額
）
 

（
特
別
徴
収
税
額
）
 

第
5
3
条
の
８
 
第
5
3
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。
 

第
5
3
条
の
８
 
第
5
3
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。
 

(
１

)
 

退
職

手
当

等
の

支
払

を
受

け
る

者
が

提
出

し
た

次
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告

書
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
２
項
及
び
第
5
3
条
の
1
0第

１
項
に
お
い
て
「
退
職
所
得
申
告

(
１

)
 

退
職

手
当

等
の

支
払

を
受

け
る

者
が

提
出

し
た

次
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告

書
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
5
3条

の
1
0第

１
項
に
お
い
て
「
退

 



現
 

 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支

払
う
べ

き
こ

と
が
確
定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ

と
が
確
定
し
た

他
の
退
職
手
当
等
で
既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
次
条
第
１
項

に
お
い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場

合
 

そ
の

支
払

う
退

職
手

当
等

の
金

額
に

つ
い

て
第

5
3
条

の
３

及
び

第
5
3
条

の
４

の
規

定
を
適
用
し
て

計
算
し
た
税
額
 

職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
年
に
お
い
て
支

払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で
既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び

次
条
第
１
項
に
お
い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記

載
が

あ
る

場
合

 
そ

の
支

払
う

退
職

手
当

等
の

金
額

に
つ

い
て

第
5
3
条

の
３

及
び

第
5
3

条
の
４
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
税
額
 

(
２
)
 
 
（
略
）
 

(
２
)
 
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

第
5
3
条
の
９
 
（
略

）
 

第
5
3
条
の
９
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
３
 
第
１
項
の
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ

き
退

職
手

当
等

の
支

払
を

す
る

者
が

令
第

4
8
条

の
1
8
に

お
い

て
準

用
す

る
令

第
８

条

の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
、

当
該

退
職

所
得

申
告

書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

電
磁

的
方

法
に

よ
り

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

 
４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
退
職
所
得
申
告

書
が
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、

「
支
払
を
す
る
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
支
払
を
す
る
者
が
提
供
を
受
け
た

と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
時
」
と
す
る
。
 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

第
8
1
条

の
４

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

し
て

課
す

る
環

境
性

能
割

の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

第
8
1
条

の
４

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

し
て

課
す

る
環

境
性

能
割

の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

(
１

)
 

法
第

4
51
条
第
１
項

（
同
条
第
４

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け

る
も
の
 
1
00
分
の
１
 

(
１

)
 

法
第

4
51

条
第

１
項

（
同

条
第

４
項

又
は

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
0
0分

の
１
 

(
２

)
 

法
第

4
51
条
第
２
項

（
同
条
第
４

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け

る
も
の
 
1
00
分
の
２
 

(
２

)
 

法
第

4
51

条
第

２
項

（
同

条
第

４
項

又
は

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
0
0分

の
２
 

(
３
)
 
（
略
）

  
(
３
)
 
 
（
略
）
 



現
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
 
附
 
則
 

 
 
附
 
則
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第

２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
1
0
条
の
２
 
（
略

）
 

第
1
0
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
１

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

３
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
１

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
１

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す

る
。
 

４
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
１

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
１

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
１

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
１

号
ニ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
１

号
ニ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
２

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

７
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
２

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
２

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
２

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
２

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
２

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
３

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
0
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
３

号
イ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
３

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
1
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
３

号
ロ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
0
項

第
３

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 

法
附

則
第

1
5
条

第
2
7
項

第
３

号
ハ

に
規

定
す

る
設

備
に

つ
い

て
同

号
に

規
定

す
る

市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
8
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

1
3
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
4
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

２
分

の
１

と
す

る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
9
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

1
4
 

法
附

則
第

1
5
条

第
3
5
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
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1
5
 
法
附
則
第
1
5条

第
4
1
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
割
合
は
零
と
す
る
。
 

 

1
6
 

法
附

則
第

1
5
条

第
4
7
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

1
5
 

法
附

則
第

1
5
条

第
4
2
項

に
規

定
す

る
市

町
村

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は

３
分

の
２

と
す

る
。
 

1
7
・
1
8
 
（
略
）
 

1
6
・
1
7
 
（
略
）
 

（
土

地
に

対
し

て
課

す
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

（
土

地
に

対
し

て
課

す
る

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

第
1
1
条
 
（
略
）
 

第
1
1
条
 
（
略
）
 

（
令
和
元
年
度
又
は
令
和
２
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

（
令
和
４
年
度
又
は
令
和
５
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

第
1
1
条

の
２

 
市

の
区

域
内

の
自

然
的

及
び

社
会

的
条

件
か

ら
み

て
類

似
の

利
用

価
値

を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土

地
の
修
正
前
の
価

格
（
法
附
則
第
1
7条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

す
る

こ
と

が
固

定
資

産
税

の
課

税
上

著
し

く
均

衡
を

失
す

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

6
1
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

令
和

元
年

度
分

又
は

令
和

２
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
限

り
、

当
該

土
地

の
修

正
価

格
（

法
附

則
第

1
7
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

修
正

価
格

を
い

う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

第
1
1
条

の
２

 
市

の
区

域
内

の
自

然
的

及
び

社
会

的
条

件
か

ら
み

て
類

似
の

利
用

価
値

を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土
地
の

修
正
前
の
価

格
（
法
附
則
第
1
7条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

す
る

こ
と

が
固

定
資

産
税

の
課

税
上

著
し

く
均

衡
を

失
す

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

6
1
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

令
和

４
年

度
分

又
は

令
和

５
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
限

り
、

当
該

土
地

の
修

正
価

格
（

法
附

則
第

1
7
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

修
正

価
格

を
い

う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 

法
附

則
第

17
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

令
和

元
年

度
適

用
土

地
又

は
令

和
元

年
度

類

似
適
用
土
地
で
あ
っ

て
、
令
和
２
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、

第
6
1
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず

、
修
正

さ
れ

た
価

格
（
法
附
則
第
1
7条

の
２
第
２
項
に
規
定

す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 

法
附

則
第

17
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

令
和

４
年

度
適

用
土

地
又

は
令

和
４

年
度

類

似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、

第
6
1
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格
（
法
附
則
第
1
7条

の
２
第
２
項
に
規
定

す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課

す
る
平

成
3
0年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例
）
 

第
1
2
条

 
宅

地
等

に
係

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年

度
分
の
固

定
資
産
税

に
係

る
前

年
度
分

の
固

定
資

産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年

度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条

の
３
の

２
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
宅
地
等
で

第
1
2
条

 
宅

地
等

に
係

る
令

和
３

年
度

か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地

等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当
該
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年

度
分
の

固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第

3
49
条

の
３
の
２
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
宅
地
等
で
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あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。

）
に
1
0
0
分
の
５
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該

宅
地
等
が
当
該
年
度
分

の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条
の
３

又
は
附
則
第

15
条
か
ら

第
1
5
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

あ
る
と
き
は
、
当
該

価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

に
1
00
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た

額
を
加
算
し
た
額

（
令
和
３

年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固

定
資
産
税
に

つ
い
て
法
第

3
49
条
の

３
又
は
附
則
第
1
5
条
か

ら
第
1
5
条
の
３
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

に
係

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
商

業
地

等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

1
0
分

の
６

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

商
業

地
等

が
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

法
第

3
4
9
条
の
３
又

は
附
則
第

15
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
商
業
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業

地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産

税
額
と
す
る
。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

に
係

る
令

和
４

年
度

分
及

び
令

和
５

年
度

分

の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

に
1
0
分

の
６

を
乗

じ

て
得
た

額
（
当
該
商

業
地
等
が
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
法
第

34
9
条
の
３
又

は
附

則
第

15
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

商
業

地
等

で
あ

る
と

き

は
、
当
該
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
額

と
し

た
場

合
に

お
け

る
固

定
資

産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。 

３
 

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
宅

地
等

に
係

る
平

成
3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当

該
宅

地
等

に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

に
1
0
分

の

２
を
乗

じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等

が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条

の
３

又
は

附
則

第
1
5
条

か
ら

第
1
5
条

の
３

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

宅
地

等
で

あ
る

と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る

固
定

資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
宅

地
等

に
係

る
令

和
４

年
度

分
及

び
令

和
５

年
度

分

の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に

係
る

当
該

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

と
な

る
べ

き
価

格
に

10
分

の
２

を
乗

じ
て

得
た
額

（
当
該
宅
地

等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第
3
4
9
条
の
３
又
は
附

則
第
1
5条

か
ら
第
1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る

固
定

資
産

税
額

に
満

た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

４
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0.
6
以

上
0.
7
以

下
の

も

の
に
係
る
平
成
3
0年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１

４
 

商
業

地
等

の
う

ち
当

該
商

業
地

等
の

当
該

年
度

の
負

担
水

準
が

0.
6
以

上
0.
7
以

下
の

も

の
に
係
る
令
和
３
年

度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
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項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第

3
49
条

の
３

又
は
附
則
第

15
条

か
ら
第

15
条

の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
法
第

3
49
条

の
３
又

は
附
則
第

15
条

か
ら
第

15
条
の
３
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業

地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等

の
当
該
年
度

の
負
担
水
準
が

0
.7
を

超
え
る
も
の
に

係

る
平
成
3
0
年
度
か
ら

令
和

２
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
1
0分

の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ

い
て
法
第

34
9
条
の
３
又
は
附

則
第
1
5
条
か

ら
第

15
条
の
３

ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と

し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業

地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

５
 
商
業

地
等
の
う
ち

当
該
商
業
地
等

の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.7
を

超
え
る
も
の
に

係

る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
1
0分

の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ

い
て
法
第

34
9
条
の
３
又
は
附

則
第
1
5
条
か
ら
第

15
条
の
３

ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と

し
た
場
合
に
お
け
る
固
定

資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

 
第
1
2
条
の
２
 
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
７
号
）
附
則
第
1
4

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
1
8
条
の
３
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

（
農

地
に

対
し

て
課

す
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
）
 

（
農

地
に

対
し

て
課

す
る

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の
特
例
）
 

第
1
3
条

 
農

地
に

係
る

平
成

3
0
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年

度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条

の
３
又

は
附
則
第

15
条

か
ら
第

15
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担

水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
農
地

第
1
3
条

 
農

地
に

係
る

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

固
定

資
産

税
の

額
は
、
当
該
農
地
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年

度
分
の

固
定
資
産
税

に
つ
い
て
法
第

3
49
条

の
３
又
は
附
則
第

15
条

か
ら
第

15
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地
の

当
該
年
度

の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
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に
係

る
当

該
年

度
分

の
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

額
と

し
た

場
合

に
お

け
る

固
定
資
産
税
額
（
以

下
「

農
地

調
整
固

定
資

産
税

額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課

税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
1
5
条
 
附
則
第
1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
1
1

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
3
4
9条

の
３
、
第
34
9
条
の
３
の
２
又

は
附
則
第
1
5条

か
ら
第
1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し

て
課

す
る

平
成

30
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

特
別

土
地

保
有

税
に

つ
い

て
は
、
第
1
3
7条

第
１

号
及

び
第
1
4
0条

の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
1
2条

第

１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

第
1
5
条
 
附
則
第
1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
（
附
則
第
1
1

条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
3
4
9条

の
３
、
第
34
9
条
の
３
の
２
又

は
附
則
第
1
5条

か
ら

第
1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し

て
課

す
る

令
和

３
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

の
各

年
度

分
の

特
別

土
地

保
有

税
に

つ
い

て
は
、
第
1
3
7条

第
１
号
及
び
第
1
4
0条

の
５
中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第
1
2条

第

１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
 

法
附

則
第

1
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

宅
地

評
価

土
地

の
取

得
の

う
ち

平
成

18
年

１

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
さ

れ
た

も
の

に
対

し
て

課
す

る
特

別
土
地

保
有
税

に
つ
い
て
は
、
第

1
37
条
第
２

号
中
「
不
動

産
取
得
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
い

も
の

と
し

た
場

合
に

お
け

る
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
5
4条

の
3
8
第
１
項
に
規
定
す

る
価
格
」
と
あ
る
の

は
「
令
第
5
4
条
の
3
8第

１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５

第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１

を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す

る
。
 

２
 

法
附

則
第

1
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

宅
地

評
価

土
地

の
取

得
の

う
ち

平
成

18
年

１

月
１

日
か

ら
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
さ

れ
た

も
の

に
対

し
て

課
す

る
特

別
土
地

保
有
税

に
つ
い
て
は

、
第

1
37
条
第
２

号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
い

も
の

と
し

た
場

合
に

お
け

る
課

税
標

準
と

な
る

べ
き

価
格

を
い
う
。
）
に
２
分

の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第
5
4条

の
3
8
第
１
項
に
規
定
す

る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
5
4
条
の
3
8第

１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第
11
条
の
５

第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１

を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
1
5
条

の
２

 
法

第
4
5
1
条

第
１

項
第

１
号

（
同

条
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
1
0月

１
日
か

ら
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま

で
の

間
（
附

則
第
1
5条

の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と

第
15
条
の
２
 

法
第
4
51
条

第
１
項
第
１
号
（

同
条
第
４
項
又
は
第
５
項

に
お
い
て
準
用
す

る

場
合
を
含
む
。
）
に

掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
1
0

月
１
日
か
ら
令
和
３

年
1
2
月
31
日
ま
で
の
間
（
附
則
第
1
5
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
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行
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い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
8
0
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
8
0
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
1
5
条
の
２
の
２
 
（
略

）
 

第
1
5
条
の
２
の
２
 
（
略
）
 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課

徴
収
に

関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が
法
第

44
6
条
第
１
項
（
同

条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

4
51
条

第
１
項

若
し
く
は
第
２

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

2
9
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課

徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
4
46
条
第
１
項
（
同

条
第
２
項
又
は
第
３
項
に

お
い
て

準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

又
は
法
第

45
1
条
第
１
項
若
し

く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け

る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
（
法
附
則
第
2
9
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
1
6
条

 
法

附
則

第
3
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
当

該
軽

自

動
車
が
最
初

の
法
第
4
4
4
条
第
３
項
に
規
定

す
る
車

両
番
号
の
指
定
（
次

項
か
ら
第
５

項
ま

で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
1
4
年
を
経

過
し

た
月

の
属

す
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
軽

自
動

車
税

の
種

別
割

に
係

る
第

8
2
条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
1
6
条

 
法

附
則

第
3
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

対
す

る
当

該
軽

自

動
車
が
最
初

の
法
第

4
4
4
条
第
３
項
に
規
定

す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次

項
か
ら
第
８

項
ま

で
に
お
い
て
「
初
回

車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
1
4
年
を
経

過
し

た
月

の
属

す
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
軽

自
動

車
税

の
種

別
割

に
係

る
第

8
2
条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

２
 

法
附

則
第

3
0
条

第
２

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

す

る
第
8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

軽
自
動
車
が
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

２
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
２

年
度

分
の

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
３

年
度

分
の

軽
自

動

車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

２
 

法
附

則
第

3
0
条

第
２

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
３

輪
以

上
の

軽
自

動
車

に
対

す

る
第
8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

３
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
３

年
度

分
の

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
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行
 

改
 
 
正
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３
 
法
附

則
第
3
0
条
第
３
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に

掲
げ
る
法
第

4
46
条
第

１
項
第
３
号
に

規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ

の
項

及
び

次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
が

平
成

3
1
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

２
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、

当
該

ガ
ソ

リ
ン

軽
自

動
車

が
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に

初
回

車
両

番
号

指
定

を
受

け
た

場
合

に
は

令
和

３
年

度
分

の
軽

自
動

車
税

の
種

別
割

に
限

り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

３
 
法
附

則
第
3
0
条
第

３
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第

4
46
条
第

１
項
第
３
号
に

規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自

動
車

が
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

４
 

法
附

則
第

3
0
条

第
４

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
の

う
ち

３

輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
8
2条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

ガ
ソ
リ

ン
軽

自
動

車
が
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
２
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
２

年
度

分
の

軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
３

年
度

分
の

軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

４
 

法
附

則
第

3
0
条

第
４

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
の

う
ち

３

輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
8
2条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
３

年
度

分
の

軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

 
６
 
法
附
則
第
3
0条

第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３

輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用

の
乗
用
の
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動

車
が

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

４
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
５

年
３

月
31

日
ま

で
の

間
に

初
回

車
両

番
号

指
定

を
受

け
た

場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。
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７
 
法
附
則
第
3
0条

第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
営

業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ

ソ
リ

ン
軽

自
動

車
が

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

４
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該

ガ
ソ

リ
ン

軽
自

動
車

が
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
５

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第

３
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
８
 
法
附
則
第
3
0条

第
８
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前

項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る

第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か

ら
令

和
４

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
４

年

度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日

か
ら

令
和

５
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
初

回
車

両
番

号
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
令

和
５

年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
1
6
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が

前
条

第
２

項
か

ら
第

５
項

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る

と
き

は
、

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
等

（
法

附
則

第
3
0

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
1
6
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
が

前
条

第
２

項
か

ら
第

８
項

ま
で

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

３
輪

以
上

の
軽

自
動

車
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
を

す
る

と
き

は
、

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
等

（
法

附
則

第
3
0

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）
 

第
2
5
条
 
（
略
）
 

第
2
5
条
 
（
略
）
 

 
２

 
所

得
割

の
納

税
義

務
者

が
前

年
分

の
所

得
税

に
つ

き
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
特

例
法

第
６

条
の

２
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
た

場
合

に
お

け
る

附
則

第
７

条
の

３
の

２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
17
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年
度
」
と
、
「
令
和
３
年
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
」
と
す
る
。
 

 

 〇
宍
粟
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
２

年
宍
粟
市
条
例
第
2
0号

）
の
一
部
改
正
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
 

 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

第
２
条
 
宍
粟
市
税

条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
２
条
 
宍
粟
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

第
4
8
条

第
１

項
中

「
第

４
項

、
第

1
9
項

、
第

2
2
項

及
び

第
2
3
項

」
を

「
第

3
1
項

、
第

3
4

項
及
び
第
3
5項

」
に
、
「
第
10
項
、
第
1
1項

及
び
第

13
項
」
を
「
第
９
項
、
第
10
項
及
び
第

1
2
項
」
に
、
「
第
４

項
、
第
19
項
及
び
第
23
項
」
を
「
第
3
1項

及
び
第
3
5項

」
に
、
「
同
条

第
2
2
項
」
を
「
同
条

第
3
4
項
」
に
、
「
第
３
項
」
を
「
第
２
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
２

項
中
「
第

6
6条

の
７
第
５
項
及
び
第
1
1
項
又

は
第
6
8条

の
91
第
４
項
及
び
第
10
項
」
を
「
第

6
6
条
の
７
第
４
項
及

び
第
1
0項

」
に
、
「
第
3
2
1条

の
８
第
2
4
項
」
を
「
第

3
2
1条

の
８
第
36

項
」
に
改
め
、
同
条

第
３
項
中
「

第
6
6
条
の

９
の

３
第
４
項
及
び
第
1
0項

又
は
第
6
8
条
の
9
3

の
３
第

４
項
及
び
第

10
項
」
を
「
第

6
6
条
の
９
の
３
第
３
項
及
び

第
９
項
」
に
、
「
第

32
1

条
の
８
第
2
5項

」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第
3
7項

」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第
3
2
1条

の
８

第
2
6
項

」
を

「
第

3
2
1
条

の
８

第
3
8
項

」
に

改
め

、
同

条
第

５
項

中
「

第
3
21

条
の

８
第

2
2

項
」
を

「
第
3
2
1
条
の
８
第

34
項
」
に

、
「
同
条
第

21
項
」
を
「
同

条
第
3
3
項
」
に
、
「
、

第
４
項
又
は
第
1
9項

」
を
「
又

は
第
3
1
項
」
に
、
「
同
条
第
2
3
項
」
を
「
同
条
第
35
項
」
に

改
め
、
同
条
第
６

項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9項

」
を
「
又
は
第
3
1
項
」
に
、
「
同
条
第
2
2

項
」
を
「
同
条
第
34
項
」
に
、
「
第
3
21
条
の

８
第
2
3項

」
を
「
第
3
21
条
の
８
第
3
5項

」
に

改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
第
32
1
条
の
８
第
2
2
項
」
を
「
第
32
1
条
の
８
第
3
4
項
」
に
、
「
、

第
４
項

又
は
第

19
項
」
を
「
又
は
第

3
1
項
」
に
改

め
、
同
項
第
２

号
中
「
第

32
1
条
の
８
第

2
3
項
」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第
3
5
項
」
に
改

め
、
同
条
第
９
項
を
削
り
、
同
条

第
10
項
中
「
第

3
2
1
条
の
８
第
4
2項

」
を
「
第
3
2
1
条
の

８
第
5
2項

」
に
、
「
同
条
第
4
2
項
」
を
「
同
条
第

52

項
」

に
、

「
第

1
2
項

」
を

「
第

1
1
項

」
に

改
め

、
同

項
を

同
条

第
９

項
と

し
、

同
条

第
1
1

項
を
同
条
第
1
0
項
と

し
、
同
条

第
1
2項

中
「
第
1
0
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第

1
1項

と
し
、
同
条

第
13
項
中
「
第
10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
、
「
第
7
5条

の
４
第
２
項
」

第
4
8
条

第
１

項
中

「
第

４
項

、
第

1
9
項

、
第

2
2
項

及
び

第
2
3
項

」
を

「
第

3
1
項

、
第

3
4

項
及
び
第
3
5項

」
に

、
「
第
10
項
、
第
1
1項

及
び
第
13
項
」
を
「
第
９
項
、
第
10
項
及
び
第

1
2
項
」
に
、
「
第
４
項
、
第
19
項
及
び
第
23
項
」
を
「
第
3
1項

及
び
第
3
5項

」
に
、
「
同
条

第
2
2
項
」
を
「
同
条
第
3
4
項
」
に
、
「
第
３
項
」
を
「
第
２
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
２

項
中
「
第

6
6条

の
７
第
５
項
及
び
第
1
1
項
又
は
第
6
8条

の
91
第
４
項
及
び
第
10
項

」
を
「
第

6
6
条
の
７
第
４
項
及
び
第
1
0項

」
に
、
「
第
3
2
1条

の
８
第
2
4
項
」
を
「
第

3
2
1条

の
８
第
36

項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
6
6
条
の

９
の
３
第
４
項
及
び
第
1
0項

又
は
第
6
8
条
の
9
3

の
３
第

４
項
及
び
第

10
項
」
を
「
第

6
6
条
の
９
の
３
第
３
項
及
び

第
９
項
」
に
、
「
第

32
1

条
の
８
第
2
5項

」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第
3
7項

」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第
3
2
1条

の
８

第
2
6
項

」
を

「
第

3
2
1
条

の
８

第
3
8
項

」
に

改
め

、
同

条
第

５
項

中
「

第
3
21

条
の

８
第

2
2

項
」
を

「
第
3
2
1
条
の
８
第

34
項
」
に

、
「
同
条
第

21
項
」
を
「
同

条
第
3
3
項
」
に
、
「
、

第
４
項
又
は
第
1
9項

」
を
「
又
は
第
3
1
項
」
に
、
「
同
条
第
2
3
項
」
を
「
同
条
第
35
項
」
に

改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9項

」
を
「
又
は
第
3
1
項
」
に
、
「
同
条
第
2
2

項
」
を
「
同
条
第
34
項
」
に
、
「
第
3
21
条
の
８
第
2
3項

」
を
「
第
3
21
条
の
８
第
3
5項

」
に

改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
第
32
1
条
の
８
第
2
2
項
」
を
「
第
32
1
条
の
８
第
3
4
項
」
に
、
「
、

第
４
項

又
は
第

19
項

」
を
「
又
は
第

3
1
項
」
に
改
め
、
同
項
第
２

号
中
「
第

32
1
条
の
８
第

2
3
項
」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第
3
5
項
」
に
改
め
、
同
条
第
９
項
を
削
り
、
同
条
第
10
項
中
「
第

3
2
1
条
の
８
第
4
2項

」
を
「
第
3
2
1
条
の
８
第
6
0項

」
に
、
「
同
条
第
4
2
項
」
を
「
同
条
第

60

項
」

に
、

「
第

1
2
項

」
を

「
第

1
1
項

」
に

改
め

、
同

項
を

同
条

第
９

項
と

し
、

同
条

第
1
1

項
を
同
条
第
1
0
項
と
し
、
同
条
第
1
2項

中
「
第
1
0
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
1
1項

と
し
、
同
条
第
13
項
中
「
第
10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
、
「
第
7
5条

の
４
第
２
項
」
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を
「
第
7
5
条
の
５
第

２
項

」
に

改
め
、
同
項

を
同

条
第
1
2項

と
し
、
同
条
第
1
4
項
を
同
条
第

1
3
項
と
し
、
同
条
第
1
5項

中
「
第
1
3項

」
を

「
第
1
2項

」
に
、
「
第
1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
1
4項

と
し
、
同
条
第
1
6項

中
「
第
1
3
項
前
段
」
を
「
第
1
2項

前
段
」

に
、
「
第
3
2
1条

の
８
第
51
項
」
を
「
第
3
2
1条

の
８

第
6
1
項
」
に
、
「
第
10
項
」
を
「
第
９

項
」

に
改

め
、

同
項

を
同

条
第

1
5
項

と
し

、
同

条
第

1
7
項

中
「

第
1
3
項

後
段

」
を

「
第

1
2

項
後
段
」
に
、
「
第
1
5項

」
を
「
第
1
4
項
」
に
、
「
第
7
5条

の
４
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項

（
同
法
第

8
1条

の
2
4
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
7
5条

の

５
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項
」
に
、
「
第

10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

1
6
項
と
す
る
。
 

を
「
第
7
5
条
の
５
第
２
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
1
2項

と
し
、
同
条
第
1
4
項
を
同
条
第

1
3
項
と
し
、
同
条
第
1
5項

中
「
第
1
3項

」
を
「
第
1
2項

」
に
、
「
第
1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
1
4項

と
し
、
同
条
第
1
6項

中
「
第
1
3
項
前
段
」
を
「
第
1
2項

前
段
」

に
、
「
第
3
2
1条

の
８
第
51
項
」
を
「
第
3
2
1条

の
８
第
6
9
項
」
に
、
「
第
10
項
」
を
「
第
９

項
」

に
改

め
、

同
項

を
同

条
第

1
5
項

と
し

、
同

条
第

1
7
項

中
「

第
1
3
項

後
段

」
を

「
第

1
2

項
後
段
」
に
、
「
第
1
5項

」
を
「
第
1
4
項
」
に
、
「
第
7
5条

の
４
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項

（
同
法
第

8
1条

の
2
4
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
7
5条

の

５
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項
」
に
、
「
第

10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

1
6
項
と
す
る
。
 

 
第

50
条

第
２

項
中

「
、

第
４

項
又

は
第

1
9
項

」
を

「
又

は
第

31
項

」
に

、
「

同
条

第
2
3

項
」
を
「
同
条
第
3
5
項
」

に
、

「
、
第

２
項

又
は

第
４
項
」
を
「
又
は
第
２
項
」
に
改
め
、

同
条
第
３
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項
」
を
「
又
は
第
31
項
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
２

項
又
は
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
が
連
結
子
法
人
の
場
合
に
は
、
当

該
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
親
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第

1
2
号
の
６
の
７
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

く
は

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

っ
た

連
結

親
法

人
が

法
人

税
に

係
る

修
正

申
告

書
を

提
出

し
、
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り

、
同
条
第
４
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

19
項
」
を
「
又
は
第
3
1項

」
に
改

め
る
。
 

 
第

50
条

第
２

項
中

「
、

第
４

項
又

は
第

1
9
項

」
を

「
又

は
第

31
項

」
に

、
「

同
条

第
2
3

項
」
を
「
同
条
第
3
5
項
」
に
、
「
、
第
２
項
又
は
第
４
項
」
を
「
又
は
第
２
項
」
に
改
め
、

同
条
第
３
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項
」
を
「
又
は
第
31
項
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
２

項
又
は
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
が
連
結
子
法
人
の
場
合
に
は
、
当

該
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
親
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第

1
2
号
の
６
の
７
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

く
は

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

っ
た

連
結

親
法

人
が

法
人

税
に

係
る

修
正

申
告

書
を

提
出

し
、
又
は
法
人
税
に

係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
。
次
項
第
２
号

に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
４
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
19
項
」
を
「
又
は
第
3
1項

」
に
、

「
第
4
8条

の
1
5
の
５
第
４
項
」
を
「
第
4
8条

の
1
5
の
４
第
４
項
」
に
改
め
る
。
 

第
5
2
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
削
る
。
 

第
5
2
条
第
３
項
中
「
第
4
8
条
の
1
5
の
５
第
４
項
」
を
「
第
48
条
の
15
の
４
第
４
項
」
に
改

め
、
同
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
削
る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
附
則
第
３
条
の

２
第
２
項
中
「
及
び
第
４
項
」
を

削
る
。
 

 
 
附
則
第
３
条
の
２
第
２
項
中
「
及
び
第
４
項
」
を
削
る
。
 

 
 
 
附
則
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
第
４
項
」
及
び
「
又
は
法
人
税
法
第
8
1条

の
2
4
第
１
項
の

規
定
に

よ
り
延
長
さ

れ
た
法
第

3
21
条
の
８

第
４
項
に
規
定
す
る
申

告
書
の
提
出
期
限
」
を

削
り
、

同
条
第
２
項

中
「
又
は
法
第

3
21
条

の
８
第
４
項
に
規
定
す

る
連
結
法
人
税
額
の
課

税
標
準
の
算
定
期
間
」
を
削
る
。
 

 
 
（
略
）
 

 
 
（
略
）
 



現
 

 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
 
 
附
 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

 
（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
(
１
)・

(２
)
 
（

略
）
 

 
(
１
)・

(２
)
 
（
略
）
 

 
(
３

)
 

第
２

条
中

宍
粟

市
税

条
例

第
94

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
改

正
規

定
及

び
附

則
第

７

条
の
規
定

 
令
和
３
年
1
0
月
１

日
 

 
(
３

)
 

第
２

条
中

宍
粟

市
税

条
例

第
94

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
改

正
規

定
及

び
附

則
第

６

条
の
規
定
 
令
和
３
年
1
0
月
１
日
 

 
(
４
) 

（
略
）
 

 
(
４
) 

（
略
）
 

 
 

 



第
５
０
号
議
案

 

令
和
３
年
度
宍
粟
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

 

令
和
３
年
度
宍
粟
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

1
5
9
,
3
8
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
3
,
6
4
3
,
9
9
2
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

（
地
方
債
の
補
正
）

 

第
２
条

 
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
２
表

 
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

 

令
和
３
年
６
月
４
日
提
出

 

宍
粟
市
長

 
 
福

 
元

 
晶

 
三

 

-
 
1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
補

正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

国
庫

支
出

金
1
5

2
,
3
9
9
,
9
8
7

2
2
5
,
4
3
6

2
,
6
2
5
,
4
2
3

国
庫

負
担

金
1

1
,
3
6
5
,
0
0
1

1
1
,
6
5
8

1
,
3
7
6
,
6
5
9

国
庫

補
助

金
2

1
,
0
2
4
,
5
9
3

2
1
3
,
7
7
8

1
,
2
3
8
,
3
7
1

県
支

出
金

1
6

1
,
6
1
2
,
6
6
9

1
5
0

1
,
6
1
2
,
8
1
9

県
補

助
金

2
6
7
5
,
6
1
1

1
5
0

6
7
5
,
7
6
1

繰
越

金
2
0

1
6
,
4
9
4

6
,
4
9
5

繰
越

金
1

1
6
,
4
9
4

6
,
4
9
5

諸
収

入
2
1

6
8
9
,
2
1
3

1
,
5
0
0

6
9
0
,
7
1
3

雑
入

4
3
3
3
,
9
1
7

1
,
5
0
0

3
3
5
,
4
1
7

市
債

2
2

2
,
5
5
5
,
4
0
0

△
7
4
,
2
0
0

2
,
4
8
1
,
2
0
0

市
債

1
2
,
5
5
5
,
4
0
0

△
7
4
,
2
0
0

2
,
4
8
1
,
2
0
0

2
3
,
6
4
3
,
9
9
2

歳
入

合
計

2
3
,
4
8
4
,
6
1
2

1
5
9
,
3
8
0



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
2

2
,
9
6
8
,
3
9
7

1
1
,
9
5
6

2
,
9
8
0
,
3
5
3

総
務

管
理

費
 
1

2
,
5
1
7
,
9
6
9

1
0
,
7
3
0

2
,
5
2
8
,
6
9
9

徴
税

費
 
2

1
8
0
,
2
5
8

1
,
2
2
6

1
8
1
,
4
8
4

民
生

費
3

6
,
9
9
9
,
5
9
6

2
0
,
6
9
5

7
,
0
2
0
,
2
9
1

社
会

福
祉

費
 
1

3
,
9
8
6
,
8
8
8

2
,
2
6
0

3
,
9
8
9
,
1
4
8

児
童

福
祉

費
 
2

2
,
6
7
8
,
4
8
4

1
8
,
4
3
5

2
,
6
9
6
,
9
1
9

衛
生

費
4

2
,
9
0
0
,
0
4
6

5
0
,
3
8
9

2
,
9
5
0
,
4
3
5

保
健

衛
生

費
 
1

1
,
3
9
9
,
7
9
6

5
0
,
3
8
9

1
,
4
5
0
,
1
8
5

商
工

費
6

1
,
5
6
0
,
8
2
4

5
1
,
1
2
5

1
,
6
1
1
,
9
4
9

商
工

費
 
1

1
,
5
6
0
,
8
2
4

5
1
,
1
2
5

1
,
6
1
1
,
9
4
9

土
木

費
7

2
,
4
7
0
,
8
3
1

7
,
8
1
2

2
,
4
7
8
,
6
4
3

土
木

管
理

費
 
1

2
4
8
,
8
2
5

7
,
8
1
2

2
5
6
,
6
3
7

消
防

費
8

9
0
9
,
2
1
9

9
8
,
3
5
7

1
,
0
0
7
,
5
7
6

消
防

費
 
1

9
0
9
,
2
1
9

9
8
,
3
5
7

1
,
0
0
7
,
5
7
6

教
育

費
9

1
,
9
3
0
,
7
0
6

△
8
0
,
9
5
4

1
,
8
4
9
,
7
5
2

教
育

総
務

費
 
1

5
9
6
,
2
1
1

1
5
,
9
3
3

6
1
2
,
1
4
4

小
学

校
費

 
2

1
9
6
,
3
8
0

△
1
0
,
0
0
0

1
8
6
,
3
8
0

中
学

校
費

 
3

2
1
2
,
0
2
5

△
8
6
,
8
8
7

1
2
5
,
1
3
8

2
3
,
6
4
3
,
9
9
2

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
3
,
4
8
4
,
6
1
2

1
5
9
,
3
8
0



- 
4 
-

変
　

更
（

単
位

：
千

円
）

教
育

施
設

整
備

事
業

99
,2
00

25
,0
00

限
　

度
　

額
限

　
度

　
額

第
 　

　
２

 　
　

表
 　

　
　

　
　

 地
 　

　
方

 　
　

債
 　

　
補
　
 
　
正

起
　

債
　

の
　
目
　
的

補
　

正
　

前
補

　
正

　
後



－
5
－

款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

1
5

国
庫

支
出

金
2
2
5
,
4
3
6

2
,
6
2
5
,
4
2
3

2
,
3
9
9
,
9
8
7

1
6

県
支

出
金

1
5
0

1
,
6
1
2
,
8
1
9

1
,
6
1
2
,
6
6
9

2
0

繰
越

金
6
,
4
9
4

6
,
4
9
5

1

2
1

諸
収

入
1
,
5
0
0

6
9
0
,
7
1
3

6
8
9
,
2
1
3

2
2

市
債

△
7
4
,
2
0
0

2
,
4
8
1
,
2
0
0

2
,
5
5
5
,
4
0
0

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
3
,
4
8
4
,
6
1
2

1
5
9
,
3
8
0

2
3
,
6
4
3
,
9
9
2



地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

－
6
－

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

1
,
5
0
0

1
0
,
1
7
6

2
1
1
,
9
5
6

2
,
9
8
0
,
3
5
3

2
,
9
6
8
,
3
9
7

2
8
0

総
務

費

2
0
,
8
0
2

3
2
0
,
6
9
5

7
,
0
2
0
,
2
9
1

6
,
9
9
9
,
5
9
6

△
1
0
7

民
生

費

5
0
,
3
8
9

4
5
0
,
3
8
9

2
,
9
5
0
,
4
3
5

2
,
9
0
0
,
0
4
6

衛
生

費

5
1
,
1
2
5

6
5
1
,
1
2
5

1
,
6
1
1
,
9
4
9

1
,
5
6
0
,
8
2
4

商
工

費

1
,
4
0
4

7
7
,
8
1
2

2
,
4
7
8
,
6
4
3

2
,
4
7
0
,
8
3
1

6
,
4
0
8

土
木

費

9
8
,
3
5
7

8
9
8
,
3
5
7

1
,
0
0
7
,
5
7
6

9
0
9
,
2
1
9

消
防

費

△
7
4
,
2
0
0

△
6
,
6
6
7

9
△
8
0
,
9
5
4

1
,
8
4
9
,
7
5
2

1
,
9
3
0
,
7
0
6

△
8
7

教
育

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
3
,
4
8
4
,
6
1
2

1
5
9
,
3
8
0

2
3
,
6
4
3
,
9
9
2

2
2
5
,
5
8
6

△
7
4
,
2
0
0

1
,
5
0
0

6
,
4
9
4



－
7
－

一
般
会
計

15
  
国
庫
支
出
金

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

国
庫
負
担
金

1
国
庫
支
出
金

（
款
）

1
5

（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

1
1
,
6
5
8

保
健
衛
生
費
負
担
金

1
1
1
,
6
5
8

衛
生
費
国
庫
負
担
金

2
1
2
8
,
4
4
0

1
1
6
,
7
8
2

1
1
,
6
5
8

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
費
負
担
金

1
,
3
7
6
,
6
5
9

1
1
,
6
5
8

1
,
3
6
5
,
0
0
1

計

国
庫
補
助
金

（
項
）

2
国
庫
支
出
金

（
款
）

1
5

2
1
4
,
7
6
4

総
務
管
理
費
補
助
金

1
2
1
4
,
7
6
4

総
務
費
国
庫
補
助
金

1
4
0
9
,
0
9
5

1
9
4
,
3
3
1

2
1
4
,
7
6
4

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

1
,
7
7
5

社
会
福
祉
費
補
助
金

1
2
0
,
2
1
0

民
生
費
国
庫
補
助
金

2
5
6
0
,
6
1
1

5
4
0
,
4
0
1

1
,
7
7
5

地
域
女
性
活
躍
推
進
交
付
金

1
8
,
4
3
5

児
童
福
祉
費
補
助
金

2
1
5
,
0
0
0

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
給
付
事
業
費
補
助
金

3
,
4
3
5

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
給
付
事
務
費
補
助
金

1
,
4
0
4

住
宅
費
補
助
金

3
1
,
4
0
4

土
木
費
国
庫
補
助
金

4
1
6
7
,
2
5
2

1
6
5
,
8
4
8

1
,
4
0
4

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
空
き
家
再
生
等
推
進
事
業
）

△
3
,
0
0
0

小
学
校
費
補
助
金

2
△
2
2
,
6
0
0

教
育
費
国
庫
補
助
金

6
3
,
7
3
3

2
6
,
3
3
3

△
3
,
0
0
0

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

△
1
9
,
6
0
0

中
学
校
費
補
助
金

3
△
1
9
,
6
0
0

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

1
,
2
3
8
,
3
7
1

2
1
3
,
7
7
8

1
,
0
2
4
,
5
9
3

計

県
補
助
金

（
項
）

2
県
支
出
金

（
款
）

1
6

1
5
0

総
務
管
理
費
補
助
金

1
1
5
0

総
務
費
県
補
助
金

1
2
6
,
0
6
2

2
5
,
9
1
2

1
5
0

地
域
再
生
大
作
戦
未
実
施
集
落
元
気
度
調
査
補
助
金

6
7
5
,
7
6
1

1
5
0

6
7
5
,
6
1
1

計

繰
越
金

（
項
）

1
繰
越
金

（
款
）

2
0

6
,
4
9
4

前
年
度
繰
越
金

1
6
,
4
9
4

繰
越
金

1
6
,
4
9
5

1
6
,
4
9
4

前
年
度
繰
越
金

6
,
4
9
5

6
,
4
9
4

1
計



－
8
－

（
単
位
：
千
円
）

雑
入

4
諸
収
入

（
款
）

2
1

（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

1
,
5
0
0

総
務
費
雑
入

1
1
,
5
0
0

雑
入

6
3
3
3
,
9
1
4

3
3
2
,
4
1
4

1
,
5
0
0

地
方
創
生
に
向
け
て
が
ん
ば
る
地
域
応
援
事
業
補
助
金

3
3
5
,
4
1
7

1
,
5
0
0

3
3
3
,
9
1
7

計

市
債

（
項
）

1
市
債

（
款
）

2
2

△
7
,
0
0
0

小
学
校
債

1
△
7
4
,
2
0
0

教
育
債

8
2
5
,
0
0
0

9
9
,
2
0
0

△
7
,
0
0
0

過
疎
対
策
事
業
債
（
小
学
校
整
備
事
業
）

△
6
7
,
2
0
0

中
学
校
債

2
△
6
7
,
2
0
0

過
疎
対
策
事
業
債
（
中
学
校
整
備
事
業
）

2
,
4
8
1
,
2
0
0

△
7
4
,
2
0
0

2
,
5
5
5
,
4
0
0

計



－
9
－

一
般
会
計

2 
 総

務
費

３
　
歳
　
出

（
款
）

2
総
務
費

（
項
）

1
総
務
管
理
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
一
般
管
理

9
3
4
,
2
1
2

2
8
0

9
3
4
,
4
9
2

2
8
0

1
9
扶

助
費

2
8
0

災
害
見
舞
金

2
8
0

費

9
地
域
振
興

3
0
0
,
6
2
7

1
,
6
5
0

3
0
2
,
2
7
7

1
5
0

1
,
5
0
0

1
0
需

用
費

5
0

文
具
消
耗
器
材

5
0

費

1
1
役

務
費

1
0
0

郵
便
料

1
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
1
,
5
0
0

地
方
創
生
に
向
け
て
が
ん
ば
る
地
域
応

及
び

交
付

金
援
事
業
補
助
金

1
,
5
0
0

1
1
高
度
情
報

1
6
4
,
0
2
9

8
,
8
0
0

1
7
2
,
8
2
9

8
,
8
0
0

1
2
委

託
料

8
,
8
0
0

シ
ス
テ
ム
更
新
業
務
委
託
料

8
,
8
0
0

通
信
費

計
2
,
5
1
7
,
9
6
9

1
0
,
7
3
0

2
,
5
2
8
,
6
9
9

8
,
9
5
0

1
,
5
0
0

2
8
0

（
款
）

2
総
務
費

（
項
）

2
徴
税
費

2
賦
課
徴
収

5
4
,
6
3
3

1
,
2
2
6

5
5
,
8
5
9

1
,
2
2
6

1
1
役

務
費

2
7

ス
マ
ホ
決
済
取
扱
手
数
料

2
7

費

1
2
委

託
料

1
,
1
9
9

シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託
料

1
,
1
9
9

計
1
8
0
,
2
5
8

1
,
2
2
6

1
8
1
,
4
8
4

1
,
2
2
6

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

1
社
会
福
祉
費

6
在
宅
介
護

8
7
0
,
9
6
5

2
0
5

8
7
1
,
1
7
0

2
0
5

1
0
需

用
費

2
0
5

印
刷
製
本
費

2
0
5

支
援
費

1
2
人
権
推
進

2
0
,
2
9
6

2
,
0
5
5

2
2
,
3
5
1

2
,
3
6
7

△
3
1
2

1
報

酬
0

財
源
更
正

費

4
共

済
費

0
財
源
更
正

1
0
需

用
費

5
0

文
具
消
耗
器
材

5
0



－
1
0
－

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

1
社
会
福
祉
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
1
役

務
費

5
郵
便
料

5

1
2
委

託
料

2
,
0
0
0

地
域
女
性
活
躍
つ
な
が
り
サ
ポ
ー
ト
業

務
委
託
料

2
,
0
0
0

計
3
,
9
8
6
,
8
8
8

2
,
2
6
0

3
,
9
8
9
,
1
4
8

2
,
3
6
7

△
1
0
7

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

2
児
童
福
祉
費

5
児
童
手
当

6
3
3
,
4
1
2

1
8
,
4
3
5

6
5
1
,
8
4
7

1
8
,
4
3
5

3
職

員
手

当
等

1
3
5

時
間
外
勤
務
手
当

1
3
5

等
支
給
費

1
2
委

託
料

3
,
3
0
0

シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託
料

3
,
3
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
1
5
,
0
0
0

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

1
5
,
0
0
0

及
び

交
付

金

計
2
,
6
7
8
,
4
8
4

1
8
,
4
3
5

2
,
6
9
6
,
9
1
9

1
8
,
4
3
5

（
款
）

4
衛
生
費

（
項
）

1
保
健
衛
生
費

1
保
健
衛
生

9
3
3
,
9
4
7

3
8
,
7
3
1

9
7
2
,
6
7
8

3
8
,
7
3
1

1
1
役

務
費

1
0
0

建
築
確
認
申
請
手
数
料

1
0
0

総
務
費

1
4
工

事
請

負
費

2
3
,
3
0
0

施
設
改
修
工
事
費

2
3
,
3
0
0

2
7
繰

出
金

1
5
,
3
3
1

国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
繰
出

金
1
5
,
3
3
1

4
予
防
費

3
0
6
,
4
5
4

1
1
,
6
5
8

3
1
8
,
1
1
2

1
1
,
6
5
8

3
職

員
手

当
等

1
1
,
6
5
8

時
間
外
勤
務
手
当

9
,
7
5
8

管
理
職
特
別
勤
務
手
当

1
,
9
0
0

計
1
,
3
9
9
,
7
9
6

5
0
,
3
8
9

1
,
4
5
0
,
1
8
5

5
0
,
3
8
9



－
1
1
－

一
般
会
計

6 
 商

工
費

（
款
）

6
商
工
費

（
項
）

1
商
工
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

2
商
工
業
振

7
3
1
,
6
4
6

5
1
,
1
2
5

7
8
2
,
7
7
1

5
1
,
1
2
5

1
8
負

担
金

､
補

助
5
1
,
1
2
5

地
域
応
援
商
品
券
発
行
事
業
補
助
金

5
0
,
1
2
5

興
費

及
び

交
付

金
商
工
業
等
Ｉ
Ｔ
化
支
援
事
業
助
成
金

1
,
0
0
0

計
1
,
5
6
0
,
8
2
4

5
1
,
1
2
5

1
,
6
1
1
,
9
4
9

5
1
,
1
2
5

（
款
）

7
土
木
費

（
項
）

1
土
木
管
理
費

1
土
木
総
務

2
4
8
,
8
2
5

7
,
8
1
2

2
5
6
,
6
3
7

1
,
4
0
4

6
,
4
0
8

8
旅

費
3
1
2

普
通
旅
費

3
1
2

費

1
1
役

務
費

1
,
0
0
0

相
続
財
産
管
理
人
手
続
費
用
予
納
金

1
,
0
0
0

1
2
委

託
料

5
0
0

空
き
家
対
策
業
務
委
託
料

5
0
0

1
4
工

事
請

負
費

5
,
5
0
0

特
定
空
き
家
等
解
体
工
事
費

5
,
5
0
0

2
3
投

資
及

び
5
0
0

近
畿
市
町
村
災
害
復
旧
相
互
支
援
機
構

出
資

金
出
資
金

5
0
0

計
2
4
8
,
8
2
5

7
,
8
1
2

2
5
6
,
6
3
7

1
,
4
0
4

6
,
4
0
8

（
款
）

8
消
防
費

（
項
）

1
消
防
費

3
消
防
施
設

1
4
,
4
8
7

3
6
0

1
4
,
8
4
7

3
6
0

1
4
工

事
請

負
費

3
6
0

施
設
改
修
工
事
費

3
6
0

費

4
防
災
セ
ン

3
1
,
5
0
9

9
7
,
4
1
1

1
2
8
,
9
2
0

9
7
,
4
1
1

1
4
工

事
請

負
費

9
7
,
4
1
1

施
設
設
備
更
新
工
事
費

9
7
,
4
1
1

タ
ー
管
理

費

6
災
害
対
策

5
1
,
6
6
0

5
8
6

5
2
,
2
4
6

5
8
6

1
4
工

事
請

負
費

5
8
6

施
設
改
修
工
事
費

5
8
6

費

計
9
0
9
,
2
1
9

9
8
,
3
5
7

1
,
0
0
7
,
5
7
6

9
8
,
3
5
7



－
1
2
－

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

1
教
育
総
務
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

3
教
育
振
興

3
2
3
,
5
6
2

1
5
,
9
3
3

3
3
9
,
4
9
5

1
5
,
9
3
3

1
0
需

用
費

5
,
9
1
5

文
具
消
耗
器
材

5
,
9
1
5

費

1
2
委

託
料

5
,
8
1
8

学
校
衛
生
管
理
業
務
委
託
料

5
,
8
1
8

1
8
負

担
金

､
補

助
4
,
2
0
0

修
学
旅
行
キ
ャ
ン
セ
ル
料
補
助
金

4
,
2
0
0

及
び

交
付

金

計
5
9
6
,
2
1
1

1
5
,
9
3
3

6
1
2
,
1
4
4

1
5
,
9
3
3

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

2
小
学
校
費

1
学
校
管
理

1
4
6
,
2
4
5

△
1
0
,
0
0
0

1
3
6
,
2
4
5

△
3
,
0
0
0

△
7
,
0
0
0

1
4
工

事
請

負
費

△
1
0
,
0
0
0

営
繕
等
工
事
費

△
1
0
,
0
0
0

費

計
1
9
6
,
3
8
0

△
1
0
,
0
0
0

1
8
6
,
3
8
0

△
3
,
0
0
0

△
7
,
0
0
0

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

3
中
学
校
費

3
学
校
施
設

8
6
,
8
8
7

△
8
6
,
8
8
7

0
△
1
9
,
6
0
0

△
6
7
,
2
0
0

△
8
7

1
2
委

託
料

△
5
,
6
8
5

設
計
監
理
業
務
委
託
料

△
5
,
6
8
5

整
備
費

1
4
工

事
請

負
費

△
8
1
,
2
0
2

施
設
改
修
工
事
費

△
8
1
,
2
0
2

計
2
1
2
,
0
2
5

△
8
6
,
8
8
7

1
2
5
,
1
3
8

△
1
9
,
6
0
0

△
6
7
,
2
0
0

△
8
7



第
５
１
号
議
案

 

 

令
和
３
年
度
宍
粟
市
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

 

令
和
３
年
度
宍
粟
市
の
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
4
,
1
1
1
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
4
5
,
5
0
0
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

 

令
和
３
年
６
月
４
日
提
出

 

 

宍
粟
市
長

 
 
福

 
元

 
晶

 
三

 
 

          

-
 
1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

診
療

収
入

1
9
2
,
5
9
4

8
,
7
8
0

1
0
1
,
3
7
4

外
来

収
入

1
9
2
,
5
9
3

8
,
7
8
0

1
0
1
,
3
7
3

繰
入

金
5

1
1
6
,
8
5
2

1
5
,
3
3
1

1
3
2
,
1
8
3

他
会

計
繰

入
金

1
1
1
1
,
5
5
9

1
5
,
3
3
1

1
2
6
,
8
9
0

2
4
5
,
5
0
0

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
2
1
,
3
8
9

2
4
,
1
1
1



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

総
務

費
1

1
3
7
,
7
5
4

1
9
,
6
1
1

1
5
7
,
3
6
5

施
設

管
理

費
 
1

1
3
7
,
7
5
4

1
9
,
6
1
1

1
5
7
,
3
6
5

医
業

費
2

6
3
,
0
0
9

4
,
5
0
0

6
7
,
5
0
9

医
業

費
 
1

6
3
,
0
0
9

4
,
5
0
0

6
7
,
5
0
9

2
4
5
,
5
0
0

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
2
1
,
3
8
9

2
4
,
1
1
1



款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

－
4
－

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

1
診

療
収

入
8
,
7
8
0

1
0
1
,
3
7
4

9
2
,
5
9
4

5
繰

入
金

1
5
,
3
3
1

1
3
2
,
1
8
3

1
1
6
,
8
5
2

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
2
1
,
3
8
9

2
4
,
1
1
1

2
4
5
,
5
0
0



－
5
－

地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

1
5
,
3
3
1

1
1
9
,
6
1
1

1
5
7
,
3
6
5

1
3
7
,
7
5
4

4
,
2
8
0

総
務

費

2
4
,
5
0
0

6
7
,
5
0
9

6
3
,
0
0
9

4
,
5
0
0

医
業

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
2
1
,
3
8
9

2
4
,
1
1
1

2
4
5
,
5
0
0

1
5
,
3
3
1

8
,
7
8
0



－
6
－

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

外
来
収
入

1
診
療
収
入

（
款
）

1
（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

1
,
4
1
8

現
年
度
分

1
1
,
4
1
8

国
民
健
康
保
険
診
療

1
1
9
,
0
5
5

1
7
,
6
3
7

1
,
4
1
8

現
年
度
分

報
酬
収
入

3
,
5
6
5

現
年
度
分

1
3
,
5
6
5

社
会
保
険
診
療
報
酬

2
1
2
,
6
4
1

9
,
0
7
6

3
,
5
6
5

現
年
度
分

収
入

1
,
1
6
3

現
年
度
分

1
1
,
1
6
3

後
期
高
齢
者
診
療
報

3
4
5
,
5
6
6

4
4
,
4
0
3

1
,
1
6
3

現
年
度
分

酬
収
入

1
,
3
5
0

現
年
度
分

1
1
,
3
5
0

そ
の
他
診
療
報
酬
収

4
6
,
3
3
0

4
,
9
8
0

1
,
3
5
0

現
年
度
分

入

1
,
2
8
4

医
療
給
付
分
現
年
度

1
1
,
2
8
4

一
部
負
担
金
収
入

5
1
6
,
3
4
1

1
5
,
0
5
7

1
,
2
8
4

医
療
給
付
分
現
年
度
分

分

1
0
1
,
3
7
3

8
,
7
8
0

9
2
,
5
9
3

計

他
会
計
繰
入
金

（
項
）

1
繰
入
金

（
款
）

5

1
5
,
3
3
1

一
般
会
計
繰
入
金

1
1
5
,
3
3
1

一
般
会
計
繰
入
金

1
1
1
1
,
2
9
0

9
5
,
9
5
9

1
5
,
3
3
1

一
般
会
計
繰
入
金

1
2
6
,
8
9
0

1
5
,
3
3
1

1
1
1
,
5
5
9

計



－
7
－

国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計

1 
 総

務
費

３
　
歳
　
出

（
款
）

1
総
務
費

（
項
）

1
施
設
管
理
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
一
般
管
理

1
3
7
,
7
5
4

1
9
,
6
1
1

1
5
7
,
3
6
5

1
5
,
3
3
1

4
,
2
8
0

1
報

酬
4
,
6
5
0

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

4
,
6
5
0

費

8
旅

費
1
,
2
0
0

会
計
年
度
任
用
職
員
通
勤
費
用
弁
償

1
,
2
0
0

1
0
需

用
費

2
,
6
5
5

文
具
消
耗
器
材

2
,
5
6
5

電
気
代

9
0

1
1
役

務
費

1
3
1

電
話
料

9
9

し
尿
汲
取
手
数
料

3
2

1
2
委

託
料

9
,
2
7
2

医
師
派
遣
委
託
料

4
,
8
0
0

医
療
廃
棄
物
処
理
委
託
料

3
4
7

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
委
託
料

4
,
1
2
5

1
3
使

用
料

及
び

1
,
7
0
3

物
品
借
上
料

1
,
7
0
3

賃
借

料

計
1
3
7
,
7
5
4

1
9
,
6
1
1

1
5
7
,
3
6
5

1
5
,
3
3
1

4
,
2
8
0

（
款
）

2
医
業
費

（
項
）

1
医
業
費

2
医
療
用
消

5
,
8
2
6

4
,
5
0
0

1
0
,
3
2
6

4
,
5
0
0

1
0
需

用
費

4
,
5
0
0

医
薬
材
料
費

4
,
5
0
0

耗
機
材
費

計
6
3
,
0
0
9

4
,
5
0
0

6
7
,
5
0
9

4
,
5
0
0



第５２号議案 

 

   宍粟市印鑑条例の一部改正について 

 

 宍粟市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 



宍粟市条例第 号 

 

宍粟市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 宍粟市印鑑条例（平成17年宍粟市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第３項中「前３項の申請又は届出」を「前２項の規定による申請」に、「第２項の場合

において」を「登録された印鑑を紛失しているとき」に改め、同条第４項中「前各項の申請又は

届出」を「前３項の規定による申請」に、「当該申請又は届出」を「当該申請」に改める。 

 第19条を第20条とし、第18条を第19条とし、第17条の次に次の１条を加える。 

 （成年被後見人による申請等） 

第18条 成年被後見人による第３条、第８条第１項並びに第９条第１項及び第２項の申請につ

いては、法定代理人が同行のうえ、成年被後見人本人が申請しなければならない。 

２ 成年被後見人による第14条第１項の申請に係る同条第２項の代理人については、法定代理

人に限る。 

３ 前２項に規定する場合において、法定代理人は、当該成年被後見人の法定代理人であること

を証するために、後見登記の登記事項証明書又は裁判書の謄本及び確定証明書を提出しなけれ

ばならない。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



宍
粟
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対

照
条
文
 

 

現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
印
鑑
登
録
の
廃
止
申
請
等
）
 

（
印
鑑
登
録
の
廃
止
申
請
等
）
 

第
９

条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
３
項
の
申
請
又
は
届
出

は
、
代
理
人
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
登
録
さ
れ
た
印
鑑
（

第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
認
印
）
を
押
印
し
た
委
任
の

旨
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
登
録
さ

れ
た
印
鑑
（
登
録
さ
れ
た
印
鑑
を
紛
失
し
て
い
る
と
き
は
、
認
印
）
を

押
印
し
た
委
任
の
旨
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
市
長
は
、
前
各

項
の
申
請
又
は
届
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
審
査
し
た
う
え
、
当
該
申
請
又

は
届
出
に
係
る
印
鑑
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
市
長
は
、
前
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
審
査
し
た
う
え
、
当
該
申
請

に
係
る
印
鑑
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 

 
（
成
年
被
後
見
人
に
よ
る
申
請
等
）
 

第
1
8
条
 
成
年
被
後
見
人
に
よ

る
第
３
条
、
第
８
条
第
１
項
並
び
に
第
９
条
第
１
項
及
び
第
２

項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
定
代
理
人
が
同
行
の
う
え
、
成
年
被
後
見
人
本
人
が
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

成
年

被
後

見
人

に
よ

る
第

1
4
条

第
１

項
の

申
請

に
係

る
同

条
第

２
項

の
代

理
人

に
つ

い

て
は
、
法
定
代
理
人
に
限
る
。
 

３
 
前
２
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
定
代
理
人
は
、
当
該
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代

理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
、
後
見
登
記
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
裁
判
書
の
謄
本

及
び
確
定
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
1
8
条
・
第
1
9
条
 
（
略

）
 

第
1
9
条
・
第
2
0
条
 
（
略
）
 

 
 

 

 



第５３号議案 

 

宍粟市税条例の一部改正について 

 

宍粟市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和３年６月４日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

 



宍粟市条例第 号 

 

   宍粟市税条例の一部を改正する条例 

 

宍粟市税条例（平成17年宍粟市条例第81号）の一部を次のように改正する。 

第24条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。

以下この項において同じ。）」を加える。 

 第34条の７第１項第１号イ及びウ中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられること

が明らかなものを除き、」を加え、同号エ中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられ

ることが明らかなものを除き、」に改め、同号オ及びカ中「寄附金（」の次に「出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号キ中「を除く。」を「及び出資に関

する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同号ク中「寄附金（」の次に「出

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号コ中「もの」の次に「、

出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。 

 第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」に改める。 

 附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

る。以下この項において同じ。）」を加える。 

 附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、第24条第２項及び第36条の３の

３第１項の改正規定並びに附則第５条第１項の改正規定並びに次条第２項の規定は、令和６年

１月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の宍粟市税条例第34条の７第１項第１号の規定は、所得割の納税

義務者が令和３年４月１日以後に支出する同号に規定する寄附金又は金銭について適用し、所

得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例による改正前の宍粟市税条例第34条の７第１

項第１号に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 

２ 前条ただし書きの規定による改正後の宍粟市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 



宍
粟
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
条
文
 

 

現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
2
4
条
 
（
略
）
 

第
2
4
条
 
（
略
）
 

２
 

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、
前
年
の
合

計
所

得
金

額
が

2
8
万

円
に

そ
の

者
の

同
一

生
計

配
偶

者
及

び
扶

養
親

族
の

数
に

１
を

加
え

た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万

円
を
加
算

し
た

金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配

偶
者
又
は

扶
養
親

族
を
有
す

る
場

合
に
は
、
当

該
金
額
に

1
68
,
0
00
円
を
加
算

し
た
金
額
）
以

下
で
あ

る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課
さ
な
い
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
2
8万

円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
1
6
歳
未
満
の

者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
１
を
加
え

た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は

扶
養
親

族
を
有
す
る

場
合
に
は
、
当

該
金
額
に

1
68
,
0
00
円
を
加
算

し
た
金
額
）
以

下
で
あ

る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課
さ
な
い
。
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の

７
 
所
得

割
の
納
税
義
務
者

が
、
前
年
中
に
法
第

3
14
条
の
７
第

１
項
第
１
号
及

び

第
２

号
に

掲
げ

る
寄

附
金

又
は

次
に

掲
げ

る
寄

附
金

若
し

く
は

金
銭

を
支

出
し

た
場

合
に

は
、
同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同

条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除

す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
者
の
第
3
4条

の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
 

第
34
条
の

７
 
所
得
割

の
納
税
義
務
者

が
、
前
年
中
に
法
第

3
14
条
の
７
第

１
項
第
１
号
及

び

第
２

号
に

掲
げ

る
寄

附
金

又
は

次
に

掲
げ

る
寄

附
金

若
し

く
は

金
銭

を
支

出
し

た
場

合
に

は
、
同
項
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同

条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除

す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
者

の
第
3
4条

の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
金
銭
の
う
ち
、
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の
 

(
１
)
 
次
に
掲
げ
る

寄
附
金
又
は
金
銭
の
う
ち
、
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の
 

ア
 

（
略
）
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 

所
得
税
法
施
行
令
（

昭
和

40
年

政
令
第

96
号
）
第

2
17
条
第
１

号
に
規
定
す
る
独

立

行
政
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
当
該
法
人
の
主

た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も

の
に
限
る
。
）
 

イ
 
所

得
税
法
施

行
令
（

昭
和

40
年

政
令
第

96
号
）
第

2
17
条
第
１

号
に
規
定
す
る
独

立

行
政
法
人
に
対

す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な

も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ウ
 

所
得
税
法
施
行
令
第

2
17
条
第
１

号
の
２
に
規
定
す

る
地
方
独

立
行
政
法
人
に
対

す

る
寄
附
金
（
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ウ
 
所

得
税
法
施

行
令
第

2
17
条
第
１

号
の
２
に
規
定
す

る
地
方
独

立
行
政
法
人
に
対

す

る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当

該
法
人
の
主
た

る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

エ
 

所
得
税
法

施
行

令
第
2
17
条
第
２
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
法
第
3
1
4

エ
 
所
得
税
法
施
行
令
第
2
17
条
第
２
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
法
第
3
1
4
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行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業

務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

条
の

７
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
も

の
及

び
出

資
に

関
す

る
業

務
に

充
て

ら
れ

る
こ

と
が
明
ら
か
な

も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も

の
に
限
る
。
）
 

オ
 

所
得
税
法
施
行
令
第

2
17
条
第
３

号
に
規
定
す
る
公

益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団

法

人
（
所

得
税

法
施
行
令

の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（

平
成

20
年
政
令
第

1
55
号
）
附

則

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
改

正
前

の

所
得
税

法
施

行
令
第

2
17
条

第
１
項
第

２
号
及
び
第
３

号
に
規
定
す

る
民
法
法
人
を

含

む
。
）
に
対
す
る
寄
附
金
（
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の

に
限
る
。
）
 

オ
 
所

得
税
法
施

行
令
第

2
17
条
第
３

号
に
規
定
す
る
公

益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団

法

人
（
所

得
税
法

施
行
令

の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（

平
成

20
年
政
令
第

1
55
号
）
附

則

第
1
3
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

る
改

正
前

の

所
得
税

法
施
行

令
第

2
17
条

第
１
項
第

２
号
及
び
第
３

号
に
規
定
す

る
民
法
法
人
を

含

む
。
）
に
対
す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も

の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

カ
 

所
得
税
法
施
行
令
第

2
17
条
第
４

号
に
規
定
す
る
学

校
法
人
に

対
す
る
寄
附
金
（

当

該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

カ
 
所

得
税
法
施

行
令
第

2
17
条
第
４

号
に
規
定
す
る
学
校
法
人
に

対
す
る
寄
附
金
（

出

資
に
関
す
る
業

務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た

る
目
的
で
あ
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

キ
 

所
得
税
法
施
行
令
第

2
17
条
第
５

号
に
規
定

す
る
社

会
福
祉
法

人
に
対
す
る
寄
附

金

（
法
第

3
14
条

の
７
第
１
項
第
２
号
に

掲
げ
る

も
の

を
除
く
。

当
該
法
人
の
主

た
る
目

的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

キ
 
所

得
税
法
施

行
令
第

2
17
条
第
５

号
に
規
定
す
る
社

会
福
祉
法

人
に
対
す
る
寄
附

金

（
法
第

3
14
条

の
７
第
１
項
第
２
号
に

掲
げ
る
も
の

及
び

出
資
に
関

す
る
業
務
に
充

て

ら
れ
る
こ
と
が

明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関

連
す
る
も
の
に

限
る
。
）
 

ク
 

所
得
税
法
施
行
令
第

2
17
条
第
６

号
に
規
定
す
る
更

生
保
護
法

人
に
対
す
る
寄
附

金

（
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ク
 
所

得
税
法
施

行
令
第

2
17
条
第
６

号
に
規
定
す
る
更

生
保
護
法

人
に
対
す
る
寄
附

金

（
出
資
に
関
す

る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の

主
た
る
目
的
で

あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ケ
 

（
略
）
 

ケ
 
（
略
）
 

コ
 

租
税
特
別

措
置

法
（

昭
和
3
2
年
法

律
第
2
6号

）
第
4
1条

の
1
8の

２
第
２
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
そ
の

寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ

と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
除
く
。
）
 

コ
 
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
3
2
年
法
律
第
2
6号

）
第
4
1条

の
1
8の

２
第
２
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利

活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ

と
認
め
ら
れ
る

も
の
、
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
及

び
次
号
に
掲
げ

る
寄
附
金
を
除
く
。
）
 

(
２
)
 
（
略
）

  
(
２
)
 
（
略
）
  

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の

３
の
３
 
所
得
税
法
第

2
03
条
の
６

第
１
項

の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
申

告
第

36
条
の

３
の
３
 
所

得
税
法
第

2
03
条
の
６

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
申

告
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行
 

改
 
 
正
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書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
者

又
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
同

項
に

規
定

す
る

公
的

年
金
等

（
所
得
税

法
第

2
03
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（

控

除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給

者
」
と
い
う
。
）
で
市

内
に
住

所
を
有

す
る

も
の

は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
所

得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
１
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

支
払
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か

ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
者

又
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
同

項
に

規
定

す
る

公
的

年
金
等

（
所
得
税
法

第
2
03
条
の
７
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
公
的
年

金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（

年

齢
1
6
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給

者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
所

得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
１
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の

支
払
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を

受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(
１
)
～
(
３
) 

（
略

）
 

(
１
)
～
(
３
) 

（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 
 

 
附
 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

第
５

条
 

当
分
の
間

、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き

者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に

つ
い
て
第
3
3条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計

額
が
、
3
5万

円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
１
を
加
え

た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は

扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
32
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者

に
対
し
て
は
、
第

23
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得

割
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

第
５
条
 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年
の
所
得
に

つ
い
て
第
3
3条

の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
が
、
35
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満

の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
１
を
加

え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
1
0
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一

生
計
配
偶
者
又

は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
3
2万

円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る

者
に
対
し
て
は
、
第
2
3条

第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所

得
割
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６

条
 
平
成
3
0年

度
か
ら
令
和
４
年
度
ま

で
の

各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第

４
条

の
４

第
３

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
第

34
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
１
項
（
第
２

号
を

除
く
。
）
」
と
、
「
ま

で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

第
６
条
 
平
成
3
0年

度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附

則
第

４
条

の
４

第
３

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
第

34
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第



現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

４
条
の

４
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
第

3
14
条

の
２
第
１
項
（
第

２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
条
の

４
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

3
14
条

の
２
第
１
項
（
第

２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 



第５４号議案 

宍粟市集落センター条例の一部改正について 

 宍粟市集落センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 



宍粟市条例第 号

宍粟市集落センター条例の一部を改正する条例

宍粟市集落センター条例（平成17年宍粟市条例第130号）の一部を次のように改正する。 

別表センター繁盛の項を削る。 

 附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 



宍
粟
市
集
落
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
条
文
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別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

名
称
 

位
置
 

城
下
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
 

宍
粟
市
山
崎
町
千
本
屋
26
9番

地
３
 

セ
ン
タ
ー
三
方
 

宍
粟
市
一
宮
町
三
方
町
59
0番

地
 

セ
ン
タ
ー
繁
盛
 

宍
粟
市
一
宮
町
上
岸
田
86
番
地
２
 

 

名
称
 

位
置
 

城
下
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
 

宍
粟
市
山
崎
町
千
本
屋
26
9番

地
３
 

セ
ン
タ
ー
三
方
 

宍
粟
市
一
宮
町
三
方
町
59
0番

地
 

 

 

 



第５５号議案 

宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例及び宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び宍粟

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 



宍粟市条例第 号 

 

宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び宍粟市特定 

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例の一部 

を改正する条例 

 

（宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年宍粟市条

例第30号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「 

第５章 事業所内保育事業（第42条―第48条） 

                     」 

を 

「 

第５章 事業所内保育事業（第42条―第48条） 

第６章 雑則（第49条） 

                     」 

に改める。 

第６条第１項中「。第３号」を「。以下この条」に改め、同項第３号中「この号」の次に

「及び第４項第１号」を加え、同条第５項中「、次」を「次」に改め、「以上のものに限

る。）」の次に「又は特区法第12条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を

行う事業所」を加え、「行う者」を「行う施設又は事業所」に改める。 

  本則に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録）   

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについて

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 



第２条 宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例

（平成26年宍粟市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第42条第４項第１号中「第24条第３項」の次に「（同法附則第73条第１項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）」を加え、同条第５項中「、次」を「次」に改め、「以上のも

のに限る。）」の次に「又は国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の４第１項

に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所」を加え、「行う者」を「行う施設

又は事業所」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中本則に１章を加える改正規定は、令和

３年７月１日から施行する。 
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 〇
宍
粟
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
【
第
１
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

目
次
 

目
次
 

 
第
１
章
～
第
４
章
 
（
略
）
 

 
第
１
章
～
第
４
章
 
（
略
）
 

 
第
５
章
 
事
業
所
内
保
育
事
業
（
第
42
条
―
第
48
条
）
 

 
第
５
章
 
事
業
所
内
保
育
事
業
（
第
42
条
―
第
48
条
）
 

 
第
６
章
 
雑
則
（
第
49
条
）
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居
宅
訪
問

型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第
14
条
第
１

項
及
び
第
２
項
、
第
15
条
第
１
項
、
第
２

項
及
び
第
５
項
、
第
16
条
並
び
に
第
17
条
第
１

項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ

確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
３
歳

以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
18
年
法
律
第
12
0号

）
第
６
条

第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う

。
第
３
号

に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に

提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
25
年
法
律
第
10
7号

。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
12
条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
国

家
戦

略
特

別
区

域
小

規
模

保
育

事
業

を
行

う
事

業
者

（
以

下

「
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業

者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
及
び

第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
）
に
係
る
連
携
協

力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も

園
（

以
下

「
連

携
施

設
」

と
い

う
。

）
を

適
切

に
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ

し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い
て
家
庭
的
保

育
事

業
等

（
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
除

く
。

第
16

条
第

２
項

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居
宅
訪
問

型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第
14
条
第
１

項
及
び
第
２
項
、
第
15
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
、
第
16
条
並
び
に
第
17
条
第
１

項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ

確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
３
歳

以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
18
年
法
律
第
12
0号

）
第
６
条

第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う

。
以
下
こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
保

育
が

継
続

的
に

提
供

さ
れ

る
よ

う
、

次
に

掲
げ

る
事

項

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
25
年
法
律
第
10
7号

。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第

12
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

国
家

戦
略

特
別

区
域

小
規

模
保

育
事

業
を

行
う

事
業

者

（
以
下
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
１

号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
）
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定

こ
ど
も
園
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め
る
地
域
に
お
い
て
家
庭

的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
第
16
条
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(
３

)
 

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
り

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

た
利

用
乳

幼
児

（
事
業
所
内
保
育

事
業
（
法
第
６

条
の
３
第
12
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を

い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
利
用
乳

幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の

(
３

)
 

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
り

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

た
利

用
乳

幼
児

（
事
業
所
内
保
育
事
業
（
法
第
６
条
の
３
第
12
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
乳
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の

 



現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

乳
児
又
は
幼
児
に

限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提
供
の

終
了
に
際
し
て
、

当
該
利
用
乳
幼

児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当

該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
４
項
第
１
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、

当
該
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基

づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る

こ
と
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
前
項
（
同
項
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
法
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち

、
次

に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員

が
20
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第

３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
者

と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
前
項
（
同
項
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業

者
等
は
、
法
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が

20
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

又
は
特
区
法
第
12
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所

で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を

第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
施
設
又
は
事
業
所

と
し
て
適
切

に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 
第
６
章
 
雑
則
 

（
電
磁
的
記
録
）
  
 

第
49
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
う
ち
、
こ

の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄

本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 〇
宍
粟
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
【
第
２
条
に
よ
る
改
正
】
 

現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）
 

第
42
条
 
（
略
）
 

第
42
条
 
（
略
）
 



現
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
１
項
第
３
号
の
規
定
を
適

用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
１
項
第
３
号
の
規
定
を
適

用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
１

)
 

市
長

が
、

児
童

福
祉

法
第

24
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
調

整
を

行
う

に
当

た
っ

て
、
特
定
地
域
型

保
育
事
業
者
に

よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
満
３

歳
未
満
保
育
認
定

子
ど
も
を
優
先

的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
特
定
地
域
型
保
育
事

業
者
に
よ
る
特
定

地
域
型
保
育
の

提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
に
係
る

教
育
・
保
育
給

付
認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要

な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。
 

(
１
)
 
市
長
が
、
児
童
福
祉
法
第
24
条
第
３
項

（
同
法
附
則
第
73
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
調

整
を

行
う

に
当

た
っ

て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
満
３

歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
特
定
地
域
型
保
育
事

業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要

な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。
 

(２
) 

（
略
）
 

(２
) 

（
略
）
 

５
 
前
項
（
同
項
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育

事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち

、
次

に
掲
げ
る
も
の

（
入
所
定
員
が
20
人
以
上
の
も
の
に
限
る

。
）
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
者

と
し
て
適
切
に
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
項
（
同
項
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保
育

事
業

者
は

、
児

童
福

祉
法

第
59

条
第

１
項

に
規

定
す

る
施

設
の

う
ち

次
に

掲
げ

る
も

の

（
入
所
定
員
が
20
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
25
年

法
律
第
10
7号

）
第
12
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業

を
行
う
事
業
所

で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
連
携
協
力
を

行
う
施
設
又
は
事
業
所

と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

６
～
９
 
（
略
）
 

６
～
９
 
（
略
）
 

 

  



報告第２号 

一般財団法人宍粟北みどり農林公社令和２年度決算書及び令和３ 

年度事業計画書等の提出について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項及び地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条の２第１項の規定により、一般財団法人宍粟北

みどり農林公社の令和２年度決算書及び令和３年度事業計画書等を提出する。 

令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 





























報告第３号 

繰越計算書の報告について 

繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第146条第２項及び第150条第３項並びに地方公営企業法（昭和27年法

律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 



令和２年度 宍粟市繰越明許費繰越計算書 

一般会計 

款 項 事 業 名 金 額 

２総務費 １総務管理費 総合計画及び総合戦略策定事業 4,079,000 

千種生活圏拠点施設整備事業 240,661,000 

山崎市民局跡地土地調査業務 11,471,000 

ＷＥＢ会議システム整備事業 6,600,000 

ビデオ会議システム整備事業 12,146,000 

環境基本計画策定事業 4,596,000 

３民生費 １社会福祉費 障害福祉システム改修業務 1,045,000 

４衛生費 １保健衛生費 一宮北部地域医療拠点施設整備事業 58,347,000 

新型コロナウイルスワクチン接種事業 6,275,000 

２清掃費 中井橋地域生活排水施設移設事業 3,500,000 

５農林水産業費 １農業費 土万ふれあい木工館解体事業 23,851,000 

地籍調査事業 50,600,000 

６商工費 １商工費 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

事業 

14,200,000 

飲食店等経営継続応援給付金事業 10,000,000 

ちくさ高原キャンプ場整備事業 20,000,000 

一宮温泉「まほろばの湯」修繕事業 16,665,000 

７土木費 ２道路橋梁費 道路新設改良事業 98,000,000 

橋梁維持補修事業 71,000,000 

９教育費 １教育総務費 新型コロナウイルス感染症対策事業（小学

校・中学校） 

15,600,000 

２小学校費 小学校自動水栓整備事業 19,871,000 

学校施設営繕事業 12,837,000 

学校施設トイレ改修事業 68,974,000 

３中学校費 中学校自動水栓整備事業 2,629,000 

学校施設トイレ改修事業 86,887,000 

４幼稚園費 新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚

園） 

1,500,000 

５社会教育費 波賀城史蹟公園遊歩道改修事業 12,670,000 

10災害復旧費 １農林水産業施

設災害復旧費 

農業用施設災害復旧事業 14,738,000 

林業施設災害復旧事業 53,500,000 

２公共土木施設

災害復旧費 

公共土木施設災害復旧事業 72,800,000 

合 計 1,015,042,000 

1



（単位：円） 

翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

3,344,000 3,344,000 

231,606,000 225,300,000 5,684,000 622,000 

11,471,000 600,000 10,871,000 

6,600,000 6,600,000 

12,146,000 2,146,000 10,000,000 

2,765,000 2,765,000 

1,045,000 522,000 523,000 

58,347,000 58,347,000 

3,829,000 3,829,000 

3,500,000 3,500,000 

23,851,000 23,851,000 

50,600,000 39,571,000 11,029,000 

10,500,000 10,500,000 

10,000,000 10,000,000 

20,000,000 20,000,000 

16,665,000 16,665,000 

89,914,000 86,600,000 3,314,000 

67,830,000 39,497,000 27,900,000 433,000 

15,600,000 15,600,000 

19,871,000 19,871,000 

12,837,000 4,322,000 8,500,000 15,000 

68,124,000 67,124,000 1,000,000 

2,629,000 2,629,000 

86,887,000 26,872,000 59,500,000 515,000 

1,500,000 1,500,000 

12,670,000 12,670,000 

14,738,000 9,449,000 5,289,000 

53,500,000 45,721,000 4,300,000 3,479,000 

72,800,000 44,616,000 8,100,000 20,084,000 

985,169,000 0 441,386,000 420,800,000 6,214,000 116,769,000 

2



国民健康保険診療所特別会計 

款 項 事 業 名 金 額 

１総務費 １施設管理費 オンライン資格確認システム整備事業 939,000 

合 計 939,000 

令和２年度 宍粟市事故繰越し繰越計算書 

一般会計 

款 項 事 業 名 

支 出 

負 担 

行為額 

左の内訳 
支出負 

担行為 

予定額 

支 出 

済 額 

支 出 

未済額 

２総務費 １総務管理費 千種生活圏拠

点施設整備事

業 

29,592,000 28,149,300 1,442,700 300 

７土木費 ４都市計画費 都市計画マス

タープラン等

改定事業 

3,153,600 0 3,153,600 400 

10災害復旧費 １農林水産業

施設災害復

旧費 

農業用施設災

害復旧事業 

34,521,600 11,200,000 23,321,600 1,507,400 

合 計 67,267,200 39,349,300 27,917,900 1,508,100 

3



 

（単位：円） 

翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

既 収 入 

特定財源 

未収入特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

939,000     939,000 

939,000 0 0 0 0 939,000 

 

 

 

 

 

（単位：円） 

翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

説  明 
既収入 

特 定 

財 源 

未収入特定財源 
一般 

財源 
国 県 

支出金 
地方債 その他 

1,443,000  

 

 

 1,300,000 143,000  土壌汚染対策法に

よる土地調査に関

連し、工事を一時

中断したため。 

3,154,000     3,154,000 策定中の総合計画

の内容に即して本

事業を進めていた

が、総合計画の策

定が延長されたた

め。 

24,829,000  18,585,000 3,800,000  2,444,000 隣接する河川管理

者による河川災害

復旧工事の完成後

に着手することと

なっていたが、当

該工事の完成が遅

れたため。 

29,426,000 0 18,585,000 5,100,000 143,000 5,598,000  

 

 

  

4



令和２年度 宍粟市水道事業特別会計予算繰越計算書 

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額 

款 項 事 業 名 
予 算 

計上額 

支払義務 

発 生 額 

翌年度 

繰越額 

１資本的支出 １建設改良費 中井橋上水道管移設工

事 

9,000,000 9,000,000 

平瀬橋水道添架管移設

工事 

5,000,000 5,000,000 

市道山田下広瀬線道路

改良関連上水道工事 

2,000,000 2,000,000 

合 計 16,000,000 0 16,000,000 

地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額 

款 項 事 業 名 
予 算 

計上額 

支払義務 

発 生 額 

翌年度 

繰越額 

１水道事業費

用 

１営業費用 水道ビジョン策定事業 8,900,000 8,900,000 

合 計 8,900,000 0 8,900,000 

5



（単位：円） 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額 

説 明 

企業債 移設補償費 
損益勘定 

留保資金 

5,500,000 3,000,000 500,000 水道管を添架する県道橋の架替

工事が翌年度に繰り越されたた

め、年度内の完了が困難となっ

た。 

4,700,000 300,000 水道管を添架する市道橋の架替

工事が翌年度に繰り越されたた

め、年度内の完了が困難となっ

た。 

1,900,000 100,000 市道改良工事に合わせて支障と

なる水道管を移設するものであ

るが、当該工事が翌年度に繰り

越されたため、年度内の完了が

困難となった。 

12,100,000 3,000,000 900,000 0 

（単位：円） 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額 

説 明 

企業債 
損益勘定 

留保資金 

8,900,000 水道事業経営審議会の専門部会を経て

ビジョンを策定する予定としていた

が、新型コロナウイルス感染症対策に

より専門部会の開催を延期したため、

年度内の業務完了が困難となった。 

0 8,900,000 0 
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令和２年度 宍粟市下水道事業特別会計予算繰越計算書 

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額 

款 項 事 業 名 
予 算 

計上額 

支払義務 

発 生 額 

翌年度 

繰越額 

１資本的支出 １建設改良費 山田千本屋雨水幹線整

備事業用地登記業務 

8,000,000 8,000,000 

市道山田下広瀬線道路

改良関連下水道工事 

1,300,000 1,300,000 

神戸浄化センター他長

寿命化設計業務 

4,378,000 4,378,000 

合 計 13,678,000 0 13,678,000 
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（単位：円） 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額 

説 明 

国県支出金 企業債 
損益勘定 

留保資金 

3,311,000 4,600,000 89,000 業務における調査の結果、土地

を所有している会社が解散して

いることが判明し、筆界特定制

度による手続きが必要となり、

その手続きに不測の期間を要す

ることから、業務期間の延伸が

必要なため。 

1,300,000 市道改良工事に合わせて支障と

なる下水道管等を移設するもの

であるが、当該工事が翌年度に

繰り越されたため、年度内の完

了が困難となった。 

2,189,000 2,100,000 89,000 老朽化が進行している機器の早

期更新を行い、施設の長寿命化

を図る必要があり、社会資本整

備総合交付金の割当を有効利用

し、事業を前倒しして実施する

ため。 

5,500,000 8,000,000 178,000 0 
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令和２年度 宍粟市病院事業特別会計予算繰越計算書 

 

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額 

款 項 事 業 名 
予 算 

計上額 

支払義務 

発 生 額 

翌年度 

繰越額 

１資本的支出 １建設改良費 小型簡易陰圧装置購入 5,874,000  5,874,000 

合     計 5,874,000 0 5,874,000 

 

 

地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額 

款 項 事 業 名 
予 算 

計上額 

支払義務 

発 生 額 

翌年度 

繰越額 

１病院事業費

用 

１医業費用 

 

宍粟市新病院整備に係

る基本計画策定等支援

業務 

5,000,000  3,949,745 

合     計 5,000,000 0 3,949,745 
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（単位：円） 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額 

説 明 

企業債 
損益勘定 

留保資金 

5,874,000 年度内での入手が困難なため。 

0 5,874,000 0 

（単位：円） 

左の財源内訳 

不用額 

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額 

説 明 

企業債 
損益勘定 

留保資金 

3,949,745 1,050,255 検討委員会の審議に時間を要したた

め、年度内完了に至らなかった。 

0 3,949,745 1,050,255 
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報告第４号 

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により定めた市長に

おいて専決処分をすることができる事項について、下記のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和３年６月４日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 

記 

片山一般廃棄物最終処分場における車両財物事故の損害賠償 

  相 手 方 ※※※※※※※※※※※※※ 

※※※※※ 

  過 失 割 合 市80％ 

  損害賠償額 114,400円 

  専決年月日 令和３年３月24日 





報告第５号 

 

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により定めた市長にお

いて専決処分をすることができる事項について、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

                                    

  令和３年６月４日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

 

記 

 

令和３年３月10日公用車が起因となる物損事故 

  相 手 方 ※※※※※※※※※※※※ 

 ※※※※※ 

  過 失 割 合 市80％  

  損害賠償額 322,446円 

  専決年月日 令和３年５月21日 
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